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                         代表者名 代表取締役社長 長尾 德博 

（コード 1848 大証第２部、福証） 

問合せ先 取締役執行役員 

経営企画室長 江里口 俊郎 

（TEL 092－721－3471） 

 

公正取引委員会からの審決に関するお知らせ 

 

当社は、平成 22 年 4 月 26 日発表の「業績予想（個別）の修正に関するお知らせ」に記載しま

したとおり、平成 16 年 10 月 15 日にプレストレスト・コンクリート橋梁工事について公正取引委

員会から独占禁止法違反による排除勧告を受け、これを不応諾として審判で争っておりましたが、

平成 22 年 3 月 31 日に排除勧告案どおりの審決案を受けました。この審決案に対し、当社は異議

申し立てを行い、同年 6月 30 日には同委員長に対して審決案は違法・不当である旨の直接陳述を

行いましたが、同年 9月 21 日付で、審決案どおり独占禁止法に違反するとの審決を受けました。 

当社は、その対応について慎重に検討しました結果、本日開催の取締役会において、本審決に

ついては東京高等裁判所へ提訴しないことを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

記 

１．審決の内容 
  当社の行為は、国土交通省関東地方整備局、同近畿地方整備局及び福島県がプレストレスト・

コンクリート工事として発注する橋梁の新設工事について、独占禁止法第 2 条第 6 項に規定す

る不当な取引制限に該当し、同法第 3 条の規定に違反するとして、これの是正措置を命じられ

たものであります。 
 
２．当社の見解と今後の対応 
  平成 17 年 1 月の第 1回審判から足掛け 6年余りの審判・係争期間を経ていることから、公共

事業が急激に縮小する厳しい市場環境の中で、係争を終結し会社の今後の受注体制を整えるこ

とが最重要課題であると総合的に判断したものであります。 
  公正取引委員会と見解の違いはありますが、この度の審決を厳粛に受け止め、審決に従って

必要な措置を講じるとともに、従来にも増したコンプライアンス体制の強化とコンプライアン

ス経営に取り組んで参ります。 
 
３．当期業績への影響 
  審決が確定すると課徴金等の納付が命じられますが、予想される課徴金等は平成 22 年 3 月期

に課徴金等引当金として引き当てており、当期業績への影響はありません。 
  その他、本審決に関し、開示規則に基づく開示義務に該当する影響が発生する場合は、速や

かに開示いたします。 
以  上  


